
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和７年１１月１２日（２０２５．１１．１２）

【登録番号】商標登録第６９７８０４１号（Ｔ６９７８０４１）
【掲載公報発行日】令和７年１０月２７日（２０２５．１０．２７）
【年通号数】登録公報（商標）２０２５－１９９

【区分】２６
【出願番号】商願２０２５－２５４３８（Ｔ２０２５－２５４３８）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和７年１０月２７日（２０２５．１０．２７）

【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６９７８０４１号（Ｔ６９７８０４１）
（１５１）【登録日】令和７年１０月１７日（２０２５．１０．１７）

（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第２６類　電気式ヘアカーラー，かばん金具，がま口用留め具，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース
生地，刺しゅうレース生地，房類，組ひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，造
花，腕留め，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除

く。），衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボ
タン類，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除

く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，チャーム（宝飾品，キーホルダー用のものを除く。） 　　　　
【国際分類第１２版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２５－２５４３８（Ｔ２０２５－２５４３８）

（２２０）【出願日】令和７年３月１１日（２０２５．３．１１）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９２０６８４２８

【氏名又は名称】東映株式会社
【住所又は居所】東京都中央区京橋２丁目２番１号
（７４０）【代理人】

【識別番号】１００１４７３２６
【弁理士】

【氏名又は名称】福田　純一
【法区分】平成２３年改正
【審査官】小林　稜

（５６１）【称呼（参考情報）】カメンライダーゼッツ、カメンライダー、ゼッツ
【検索用文字商標（参考情報）】仮面ライダ－ゼッツ、ＫＡＭＥＮＲＩＤＥＲＺＥＺＴＺ
【類似群コード（参考情報）】

第２６類　１１Ａ０７、１３Ｃ０１、１６Ａ０２、１６Ｂ０１、１６Ｃ０３、１８Ａ０１、１９Ｂ０３、２０
Ｆ０１、２１Ａ０１、２１Ａ０２、２１Ａ０３、２１Ｂ０１、２１Ｅ０１、２１Ｆ０１、２２Ａ０２


